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議会基本条例の
　　　議員意見交換会

市
議
会
で
は
、
本
年

３
月
に
議
員
６
名
に

よ
る
議
会
基
本
条
例
策
定
委
員

会
を
設
置
し
、
議
会
基
本
条
例

の
制
定
に
向
け
て
取
り
組
み
を

始
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
９
回
の
委
員
会

を
開
き
、
こ
の
た
び
条
例
の
素

案
が
ま
と
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、

６
月
28
日
、
本
会
議
場
に
お
い

て
議
員
相
互
に
よ
る
意
見
交
換

会
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
を
制
定
す
る
の

は
、「
議
員
が
市
民
の
負ふ

託た
く

※

に
応
え
、
議
会
改
革
を
展
開
す

る
た
め
に
は
、
市
議
会
と
議
員

の
果
た
す
べ
き
役
割
を
明
ら
か

に
し
て
、
議
会
活
性
化
の
取
り

組
み
に
実
効
性
と
継
続
性
を
持

た
せ
る
こ
と
が
必
要
」
と
の
理

由
か
ら
で
す
。

　

２
時
間
に
わ
た
る
意
見
交
換

会
で
は
、「
条
文
の
表
現
は
適

切
か
。」
や
「
基
本
理
念
を
よ

り
明
確
に
し
て
は
。」、「
具
体

的
な
活
動
内
容
を
示
し
て
は
。」

と
い
っ
た
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

地
域
主
権
改
革
の
時
代
を
迎

え
た
今
、
議
会
は
二
元
代
表
制

の
下
、
公
正
性
や
透
明
性
を
確

保
し
、
積
極
的
に
情
報
公
開
に

努
め
、
市
民
参
加
を
推
進
し
、

開
か
れ
た
議
会
を
目
指
す
時
代

が
き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
議
員
は
自
ら
の
資
質

向
上
に
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
重

ね
、
市
長
な
ど
執
行
機
関
お
よ

び
そ
の
職
員
と
の
議
論
を
充
実

す
る
と
と
も
に
、
議
員
間
の
自

由
討
議
に
取
り
組
み
、
ひ
い
て

は
政
策
立
案
能
力
の
向
上
に
努

め
て
い
く
よ
う
、
さ
ら
な
る
改

革
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
委
員
会
で
は
、
意
見
交
換

会
で
の
提
案
な
ど
を
参
考
に
、

今
後
さ
ら
に
条
例
の
中
身
を
精

査
し
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
条
例
の
制
定
は
本
年

９
月
を
目
標
に
し
て
い
ま
す
。

　

素
案
は
、
議
会
行
財
政
改
革

特
別
委
員
会
が
調
査
し
た
「
議

会
の
情
報
公
開
の
推
進
」
を
始

め
と
す
る
九
つ
の
項
目
を
軸
に

作
成
さ
れ
、
前
半
に
原
則
、
後

半
に
活
動
内
容
、
終
わ
り
に
議

会
に
お
け
る
条
例
の
最
高
規
範

性
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

条
文
に
は
、
議
会
と
議
員
の

活
動
原
則
、
市
民
と
の
関
係
、

議
員
の
政
治
倫
理
の
ほ
か
、
議

会
が
行
う
市
民
と
の
意
見
交
換

や
議
会
報
告
会
の
開
催
、
議
員

相
互
の
自
由
討
議
の
実
施
な
ど

が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
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